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第五期長期計画・調整計画の位置付けと策定方法 

 

武蔵野市は、昭和 46 年の「第一期基本構想・長期計画」より、市民参加、議員参加、職員参

加による長期計画の策定を行ってきた。また、武蔵野市地域生活環境指標の作成や市政アンケ

ート、市民意識調査による行政課題や全市民のニーズの客観的把握、４年ごとのローリングに

よる計画の見直しなど「武蔵野市方式」と呼ばれる策定方式は以来五期にわたる長期計画の策

定に受け継がれてきた。 

今回の調整計画も、長期計画と整合を図りつつ、より専門的、具体的である個別計画の策定

過程や、様々な市政の課題の解決にあたり市民の参加を求め、また、無作為抽出市民によるワ

ークショップの実施等、時代に即応した市民参加の手法を取り入れ、積極的に市民意見を求め

ている。このことは長期計画の策定方式に限らず、市民参加が市政運営の最も重要な原理であ

り続けてきたことの表れである。 

 

（１）武蔵野市長期計画条例 

国は、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図ることを目的として、基本構想を議

会の議決を経て策定することを地方自治法で義務付けていたが、地方分権推進の観点から、平

成 23年の改正により法的な義務付けを廃止した。しかし、本市では、前述のように第一期長期

計画から市民参加の要である代表民主制としての議員、議会との議論を積み重ねてきた実績が

あり、議員、議会と長期計画の関わりの重要性を再確認し、「武蔵野市方式」による策定を制度

化した「武蔵野市長期計画条例」を平成 23年 12 月に制定した。 

「武蔵野市長期計画条例」では、長期計画の策定は市の目指すべき将来像を明らかにすると

ともに、総合的かつ計画的な市政運営を推進することを目的とすること、市が実施する政策は

原則として長期計画に基づくこと等を定めている。 

さらに同条例は、長期計画の前期５年の実行計画の見直しや市民等の参加、市長の責務、他

の計画との関係について定めるとともに、議会との関係について、「市長は、長期計画の策定を

行うときは、長期計画のうち市政運営の基本理念及び施策の大綱について、市議会の議決を経

なければならない。」と定めている。 

 

（２）調整計画の位置付け 

10 年間を１期として策定される長期計画は、前期５年を実行計画、後期５年を展望計画とし

ている（武蔵野市長期計画条例第２条第３項）。そして、市長選挙が行われたとき又は市政をめ

ぐる情勢に大きな変化があったときは、実行計画の見直しを行い、新たな実行計画を策定する

ものとする（同条例第３条）と規定しており、これが調整計画の策定である。 

調整計画では、「市政運営の基本理念」と「施策の大綱」の改定は行わず、実行計画に掲げら
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れた施策のうち、事業未着手、目標未到達等の施策についてその対応、展望計画として託され

た施策の検討、長期計画策定時との社会状況の変化により求められる施策等についての議論を

主軸に、策定を行っていくものである。 

 

 

 

 

第１章 これまでの実績と情勢の変化 

I. 第五期長期計画の取り組みの状況 

第五期長期計画のまちづくりの目標である「持続可能な都市」を目指して、着実に事業を推

進している。 

 

１．健康・福祉 

すべての市民が住み慣れた地域で安心して生活が続けられることを理念とする「地域リハビ

リテーション」の実現に向け、孤立防止ネットワーク連絡会議の設置や、防災と福祉にまたが

る災害時避難支援体制の検討、医療と福祉が連携した在宅療養体制の推進など分野を超えた連

携が進んでいる。 

障害者福祉については、基幹型相談支援センターの設置による相談機能のネットワークの強

化やグループホームなどのサービス基盤の整備を行った。 

 

２．子ども・教育 

待機児童の解消に向け、認可保育所をはじめ、認証保育所、市独自事業のグループ保育室の
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開設など、積極的に施策を推進した。また、認定こども園「境こども園」や子育て支援施設「す

くすく泉」を開設した。 

学校教育の充実については、知性・感性を磨き、未来を切り拓く武蔵野の教育を目指し、全

校で「授業改善推進プラン」を作成するなど、武蔵野市学校教育計画に基づく事業を着実に推

進した。 

 

３．文化・市民生活 

地域コミュニティのあり方については、「これからの地域コミュニティ検討委員会」を設置し、

検討を行った。今後は答申内容の実現に向けた取り組みを行う。 

市の歴史を未来へ継承するとともに、地域の歴史を学ぶ拠点とするため、武蔵野ふるさと歴

史館を開設した。 

安全・安心なまちづくりとして、24 時間パトロール体制を整備するなど、防犯力、犯罪抑止

力を高める取り組みを実施した。 

 

４．緑・環境 

環境学習・環境教育をはじめ、情報発信、啓発事業を行うなど、市民の自発的・主体的な行

動につながるよう、各種事業を行っている。 

多くの市民と議論を積み重ねてきた新武蔵野クリーンセンター（仮称）は、平成 29 年度の稼

働に向け工事を進めている。 

公園建設については、ワークショップ等を活用した市民参加により、吉祥寺の杜 宮本小路公

園や吉祥寺東町ふれあい公園の開設など、緑を基軸としたまちづくりを推進した。 

 

５．都市基盤 

三駅圏ごとのまちづくりについては、特徴ある都市基盤の整備を行った。吉祥寺駅周辺では、

駅ビルや南北自由通路が完成した。三鷹駅周辺では、補助幹線道路の整備を進めている。武蔵

境駅周辺では、鉄道高架化完成後の北口駅前広場や道路整備を進め、南北一体のまちづくりに

向けた整備を着実に進めている。 

下水道施設については、武蔵野市下水道長寿命化計画に基づき、整備工事を着実に進めてい

る。また、合流式下水道改善施設を整備するとともに、大雨による浸水被害の軽減を図るため

雨水貯留施設等を市内数カ所に設置した。 

 

６．行・財政 

市政情報等の提供については、ソーシャルメディアの活用なども含め多様な媒体による発信

を実施している。 
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「行財政改革を推進するための基本方針」を策定し、事務事業の評価・見直しなどを含め財

源の適正な配分に努めている。また、「公共施設再編に関する基本的な考え方」を示し、今後の

老朽化への対応について、財源確保と計画的な機能更新のための方策の検討を進めている。 

 

 

II. 市民と市政を取り巻く情勢の変化 

 

１．介護保険制度改正、生活困窮者自立支援法施行、子ども・子育て支援新制度の施行 

社会保障の増大、雇用状況や働き方の多様化など、日本の社会経済の構造的な変化に対応す

るため、介護保険制度の改正、生活困窮者自立支援法の施行、子ども・子育て支援新制度の施

行など、平成 27 年度には国による大きな制度変更が行われた。また、平成 28 年４月、障害者

差別解消法と障害者雇用促進法が施行され、障害を理由とする差別的取り扱いの禁止や合理的

配慮の提供が市の法的義務となる。これらの動きに伴い、サービスの内容の見直しやサービス

を支える仕組み、サービスを受ける方法等が変わろうとしており、この変化を新たに市政に組

み込んでいく必要がある。 

 

２．地方創生と東京オリンピック・パラリンピックに向けたまちづくり 

国が打ち出した「まち・ひと・しごと創生法」を受け、首都東京を構成する自治体としての

特性を最大限に活かした魅力あるまちづくりを進めるため、本市の人口に関する課題を分析し

て人口ビジョンを作成し、目指すべき将来の方向を明確にしたうえで、第五期長期計画・調整

計画との整合を図り、本市の総合戦略を策定・実施していく必要がある。また、平成 32（2020）

年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、国や都と協力して大会成功の機運醸成

に努めるとともに、市民がトップアスリートと身近にふれる機会をつくり、すべての来街者が

交流を楽しめるユニバーサルなまちづくりと障害者スポーツの普及によるソーシャルインクル

ージョンを実現させ、活気あるまちづくりを推進する必要がある。 

 

３．桜堤地区を中心とした人口増 

第五期長期計画策定時（平成 22 年度）に実施した人口推計では、年少人口の増加は平成 25

年をピークに以降は減少すると推計した。しかし実際には、年少人口は平成 25年以降も増加し

ており、平成 26 年度に実施した人口推計によれば、この増加傾向は少なくとも調整計画期間中

の平成 31年まで続くと見込まれる。年少人口の増加、とりわけ桜堤地区を中心とした局所的な

人口変動は市政に大きな影響を与えるものであり、これに伴い、第五期長期計画策定時の施策・

事業の見直しが必要である。 
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III. 武蔵野市の現況と将来 

１． 人口推計 

本市で実施した人口推計によると、基準年次の平成 26（2014）年１月１日時点で 140,527 人

の総人口は、近年の大規模開発による人口流入の波及効果によって、当面は横ばいから微増で

推移することが見込まれる。 

この総人口の内訳を年齢３区分別人口で見ると、老年人口は増加傾向が続き、現在 21.5%の

老年人口比率（高齢化率）は、平成 57（2045）年には 33.1%に達し、特に後期高齢者の割合が

増加することが見込まれる。一方、年少人口は、大規模開発の波及で出生者が増加しているこ

とを背景に、現在の 11.3%から当面微増した後、平成 49（2037）年には 8.9%まで低下する。そ

の後、ここ数年の出生者が 20 歳代後半を迎えて再度上昇に転じ、平成 57（2045）年には 9.5%

まで回復すると見込まれる。また生産年齢人口は、微減微増を経ながらも期間全体を通じては

漸減傾向にあり、現在の 67.2%から平成 57（2045）年には 57.4%まで低下すると見込まれる。 

前回（平成 22 年）推計と比較すると、総人口のピークの見込みが平成 30（2018）年から平

成 55（2043）年と大きくずれたことは大きな違いであるが、年少人口と生産年齢人口の減少、

老年人口の大幅な増加という傾向に変化はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この人口推計から、高齢者世帯の増加に伴う社会保障費の増加、生産年齢人口の減少に伴う

税収の減少、将来的な年少人口の減少に伴うまちの活力の低下といった課題が見えてくる。 

 

２． 財政状況 

（１） 現状と課題 

 本市は、今日まで健全な財政を維持しており、過去５年間の当初予算は、550 億から 630 億

円の間で推移している。歳入については、市税は歳入全体の６割を超えており、人口増や景気

回復により、わずかであるが増加している状況である。 

歳出については、義務的経費である人件費、扶助費、公債費は平成 27 年度予算では、約 248
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